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平成 26年 1月 28日 

 
 

 
地方銀行９行が連携して 
「地域再生・活性化ネットワーク」を立ち上げます 

 

  京都銀行（頭取 髙﨑 秀夫）では、地方銀行９行で「地域再生・活性化ネットワーク」を立

ち上げ、地域経済の再生および活性化に向けて連携してまいります。 

 これまで、各地域金融機関は、それぞれの営業エリアにおいて、「地域密着型金融」を  

積極的に推進し、地域経済の再生および活性化に努め、地域社会の発展に貢献してまいり 

ました。 
 本ネットワークは、経営基盤・営業エリアが異なる各地域金融機関が連携し、それぞれが

保有する情報・ネットワークを相互に活用することで、その相乗効果を活かしたより付加価

値の高いサービスの提供を目指していくものです。 

 当行では、今後も、広域における情報収集・活用により新たなビジネス機会を創出するな

ど、お客さまのニーズにお応えしてまいります。 

記 

地域再生・活性化ネットワークの概要 

協 定 書 締 結 日 平成２６年１月２８日（火） 

参 加 行 

当行を含む地方銀行９行 

（当行、北海道銀行、七十七銀行、千葉銀行、八十二銀行、静岡銀行、広島銀行、

伊予銀行、福岡銀行） 

連 携 お よ び   

協 力 の 内 容 

・参加行から情報提供のあった案件への協力 

協調融資やシンジケートローンへの参加、Ｍ＆Ａまたはビジネスマッチング 

の相手先の紹介等 

・地域再生・活性化関連事業に従事する人材の育成および交流 

参加行間における人材派遣および受入れ、勉強会の開催等 

・参加各行のグループ会社の相互活用 

 

以  上 


